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権
実
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的

│
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教
学
対
決
と
い
う
枠
組
み
の
解
体
を
目
指
し
て
│
│
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一
、
旧
字
体
は
原
則
的
に
通
行
体
に
改
め
た
。

一
、
送
り
仮
名
は
原
則
的
に
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

一
、
参
考
文
献
の
頁
数
は
、
書
籍
の
場
合
の
み
（

）
内
に
記
し
た
。

一
、
人
物
の
生
没
年
は
、﹇

﹈
内
に
数
字
の
み
で
示
し
た
。

一
、
引
用
文
中
に
お
け
る
傍
線
や
﹇

﹈
等
は
、
す
べ
て
筆
者
が
記
し
た
。

一
、
引
用
文
中
の
圏
点
、
傍
点
は
省
略
し
た
。
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略
号

『
大
正
』・
・
・『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

『
伝
全
』・
・
・『
伝
教
大
師
全
集
』

『
秀
句
』・
・
・『
法
華
秀
句
』

『
守
護
章
』・
・
・『
守
護
国
界
章
』

※
そ
の
他
『
妙
法
蓮
華
経
』『
大
般
涅
槃
経
』『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
等
の
主
要
な
仏
典
、
な
ら
び
に
『
妙
法
蓮
華
経
玄
義
』『
妙
法
蓮
華

経
文
句
』『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
な
ど
の
論
疏
に
つ
い
て
は
、
慣
例
（『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』『
華
厳
経
』『
法
華
玄
義
』『
法
華
文
句
』

『
法
華
玄
賛
』
等
）
に
従
う
。

は

じ

め

に

（
�
）

本
論
で
は
、
最
澄
・
徳
一
の
間
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
�
三
一
権
実
論
争
�
の
目
的
が
、
互
い
の
教
理
を
単
に
批
判
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
次
世
代
の
門
弟
予
備
軍
を
教
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

�
三
一
権
実
論
争
�
の
内
容
は
、
仏
性
論
や
教
判
論
を
は
じ
め
と
し
て
多
岐
に
渡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
発
端
な
ら
び

に
長
期
化
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
従
来
、
教
理
面
の
相
違
が
本
論
争
の
原
因
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
消
し
な
い
問
題
も
多
々
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
�
三
一
権
実
論
争
�
が
教
理
論
争
で
あ
る
と

２



す
る
通
説
を
一
旦
離
れ
、
別
の
角
度
か
ら
論
争
を
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
上
で
筆
者
が
注
目
し
た
の
は
、
論
争
中
に
頻
出
す
る

「
有
智
者
」「
後
学
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
最
澄
・
徳
一
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
の
語
は
論
争
中
の
至
る

と
こ
ろ
に
看
取
さ
れ
、
最
澄
・
徳
一
両
者
が
教
化
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
け
し
て
等
閑
視
で
き
な
い
人
物
た
ち
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
に
関
し
て
言
及
す
る
先
行
研
究
は
と
ぼ
し
く
、
そ
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
不
透
明

な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
と
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
逸
文
に
見
え
る
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
の
語
を
筆
者
が
再
検
討
し
た

と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
徳
一
教
団
か
ら
離
脱
し
、
最
澄
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
道
忠
教
団
に
転
入
し
た
人
物
た
ち
を
指
す
語
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、�
三
一
権
実
論
争
�
に
お
け
る
最
澄
と
徳
一
の
目
的
と
そ
の
意
図
を
把
握
す
る
上
で

も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
う
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
一
部
始
終
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
の
整
理

ま
ず
は
、�
三
一
権
実
論
争
�
の
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
現
在
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

田
村
晃
祐
﹇
一
九
七
九
﹈（
一
六
）
の
説
を
提
示
し
た
い
。
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田
村
氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
の
論
争
は
徳
一
撰
『
仏
性
抄
』
に
は
じ
ま
り
、
最
澄
撰
『
秀
句
』
に
よ
っ
て
結
実
し
た
と
考
え
ら
れ
て

４



い
る
。
ち
な
み
に
、
本
発
表
で
取
り
上
げ
る
部
分
は
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
頃
か
ら
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
頃
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の

部
分
は
特
に
複
雑
で
あ
る
た
め
、
簡
略
化
す
る
と
❶
〜
❸
の
順
に
な
る
。

❶
「
原
守
護
国
界
章
」
・
・
・
田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈
で
は
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』
と
称
す
・
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
以

前
に
成
立
・
原
文
散
佚
し
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
逸
文
が
残
る
・
内
容：

智
顗
説
天
台
三
大
部
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
教
義
を
説
く
概

説
書
的
な
性
格
を
持
つ
。
天
台
教
学
の
み
な
ら
ず
、
華
厳
教
学
、
法
宝
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
の
教
学
を
取
り
入
れ
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。

❷
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
・
・
・
最
澄
撰
『
守
護
章
』
以
前
に
成
立
・
原
本
散
佚
し
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
逸
文
が
残
る
・
内
容：

❶
を
批
判
す
る
書
。
法
相
教
学
の
正
当
性
を
説
く
。

❸
最
澄
撰
『
守
護
章
』
・
・
・
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
成
立
・
現
存
・
内
容：

❶
を
擁
護
し
つ
つ
、
❷
を
批
判
し
、
天
台
教
学
の
正
当

性
を
説
く
。

さ
て
、
先
行
研
究
で
は
、
右
に
示
し
た
�
三
一
権
実
論
争
�
の
発
端
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
（
こ
こ
で
は
代
表

的
な
見
解
の
み
を
取
り
上
げ
た
）。

安
藤
俊
雄
・
薗
田
香
融
﹇
一
九
七
四
﹈（
五
〇
一
│
五
〇
二
）
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…
…
最
澄
の
脳
裏
を
つ
ね
に
は
な
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
経
典
の
説
く
「
一
切
衆
生
」
と
二
重
写
し
に
な
っ
た
関
東
の
民
衆
の
存
在

で
あ
っ
た
と
思
う
。

同
じ
事
情
は
、
徳
一
の
側
に
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
新
知
識
で
あ
る
最
澄
を
相
手
に
五
年
間
の
論
争
を
戦
い
ぬ
い
た

学
僧
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
菩
薩
を
も
っ
て
称
せ
ら
れ
た
る
民
衆
布
教
家
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
当
時
の
関
東
に
お
け
る
宗
教
地

図
は
、
上
野
・
下
野
に
よ
る
道
忠
教
団
と
会
津
か
ら
常
陸
に
か
け
て
の
徳
一
門
徒
の
勢
力
に
よ
っ
て
二
分
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
は
三
乗
主
義
対
一
乗
主
義
の
対
立
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
澄
対
徳
一
の
論
争
は
、
か
か
る
関
東
の
数
千
数
万
の
民

衆
の
存
在
を
背
景
と
し
て
戦
わ
れ
た
一
種
の
宗
教
戦
争
で
あ
っ
た
と
し
て
あ
え
て
過
言
で
は
な
い
。（
中
略
）
最
澄
に
し
ろ
徳
一
に

し
ろ
、
彼
ら
の
教
化
に
従
う
数
千
数
万
の
民
衆
の
た
め
に
は
断
じ
て
負
け
ら
れ
な
い
戦
争
で
あ
っ
た
（
中
略
）
し
か
も
当
時
の
関
東

地
方
は
、
奈
良
末
期
以
来
の
打
ち
続
く
征
夷
戦
争
の
前
線
基
地
と
さ
れ
て
い
た
。「
五
姓
各
別
」
と
「
一
切
皆
成
」
を
か
け
た
法
華

経
論
争
は
、
荒
々
し
い
自
然
と
風
土
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
律
令
政
府
の
き
び
し
い
収
奪
に
あ
え
ぐ
当
時
の
関
東
の
農
民
た
ち
の
目
前

で
展
開
さ
れ
る
と
き
、
特
別
に
切
実
な
意
味
を
荷
っ
た
で
あ
ろ
う
。

田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
一
五
三
）

こ
の
論
争
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
は
種
々
あ
る
。
最
も
重
要
な
も
の
は
、
法
相
宗
と
天
台
宗
の
思
想
的
相
違
で
あ
ろ
う
。

『
法
華
経
』
を
真
実
の
経
と
見
、
出
世
本
懐
と
見
て
、
法
華
経
に
基
づ
い
て
教
理
体
系
を
構
築
し
、
一
乗
思
想
を
真
実
と
し
て
、
一

切
の
成
仏
を
説
き
、
有
情
ば
か
り
か
無
情
に
も
成
仏
を
認
め
る
天
台
宗
に
対
し
、
法
相
宗
は
、
人
間
の
中
に
さ
え
も
成
仏
に
至
れ
る

人
と
至
れ
な
い
人
の
区
別
を
認
め
、
法
華
経
は
、
不
定
性
と
い
う
一
種
の
人
々
を
成
仏
に
導
く
た
め
の
手
段
（
方
便
）
と
し
て
説
か

れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
方
便
と
し
て
の
教
え
で
権
経
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
見
解
に
立
つ
。
こ
の
両
者
の
思
想
的

相
違
が
論
争
を
生
む
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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上
島
享
﹇
二
〇
〇
二
﹈（
二
五
五
│
二
五
六
）

上
島
氏
は
、
先
の
安
藤
俊
雄
・
薗
田
香
融
﹇
一
九
七
四
﹈
説
な
ど
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

奈
良
時
代
の
官
大
寺
僧
と
同
様
、
最
澄
に
と
っ
て
も
、
教
学
研
鑽
と
民
衆
教
化
と
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
、
民
衆
布
教
を
め
ぐ
る
対

立
が
教
学
論
争
の
契
機
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
宗
派
間
で
の
対
立
が
民
衆
教
化
の
場
で
こ
そ
先
鋭
化
し
た
の
で
は
な
い
。
徳
一
と
の

対
峙
に
よ
り
、
最
澄
は
中
央
で
の
教
学
論
争
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
東
国
で
の
論
争
の
展
開
は
中
央
と
地
方
を
一
体
と

し
た
仏
教
文
化
の
質
的
向
上
を
示
し
て
い
る
。
激
し
い
論
争
の
課
程
で
、
最
澄
は
『
守
護
国
界
章
』『
決
権
実
論
』
な
ど
を
著
し
、

す
で
に
確
立
し
つ
つ
あ
る
法
相
教
学
に
挑
む
こ
と
で
、
自
ら
の
教
学
を
鍛
え
、
天
台
宗
と
し
て
の
教
相
判
釈
を
よ
り
明
確
に
し
て
い

っ
た
。

由
木
義
文
﹇
二
〇
〇
九
﹈（
二
一
│
二
二
）

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
東
国
に
は
、
二
つ
の
思
想
の
異
な
っ
た
大
き
な
宗
教
上
の
勢
力
が
、
対
峙
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
一
方
は
天
台
思
想
を
擁
護
し
て
い
る
道
忠
教
団
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
天
台
思
想
に
批
判
的
な
徳
一
教
団
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
宗
教
的
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
最
澄
が
東
国
に
巡
化
（
布
教
・
教
化
）
し
に
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
十

分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
徳
一
教
団
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
道
忠
教
団
を
、
擁
護
す
る
た
め
に
、
天
台
思
想
の
リ
ー

ダ
ー
、
最
澄
が
東
国
に
巡
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
一
体
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
上
の
勢
力
の
相
違
は
、
つ
ま
り
道
忠
教
団
と
徳
一
教
団
と
の
思
想
的
相
違
は
何
ん
で
あ
る
の

か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
天
台
宗
と
、
法
相
宗
と
の
思
想
的
相
違
、
ひ
い
て
は
一
乗
思
想
の
立
場
を
取
る
か
、
三

乗
思
想
を
取
る
の
か
の
相
違
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
内
、
前
者
は
最
澄
の
立
場
で
あ
り
、
後
者
は
徳
一
の
立
場
で
あ
っ
た
。
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先
行
研
究
で
は
、�
三
一
権
実
論
争
�
を
引
き
起
こ
し
た
大
き
な
要
因
と
し
て
天
台
・
法
相
教
学
の
相
違
を
挙
げ
、
両
教
団
が
自
宗
の

教
学
の
正
当
性
を
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
た
め
に
長
期
化
し
た
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
国
に
お
け
る
論
争
の
原
因
は
単

に
「
天
台
・
法
相
教
学
の
相
違
」、
あ
る
い
は
「
一
乗
・
三
乗
の
相
違
」
の
み
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
理
由
は
七
点
あ
る
。

⑴
田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
一
五
四
）

南
都
の
僧
、
と
り
わ
け
法
相
宗
の
僧
と
対
論
す
る
機
会
を
も
っ
た
最
澄
は
、
一
乗
、
三
乗
な
ど
に
つ
い
て
も
多
く
討
論
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
対
論
し
て
い
る
間
の
こ
と
に
止
っ
て
、
最
澄
と
徳
一
と
の
間
の
論
争
の
よ
う
な
、

数
年
に
わ
た
る
継
続
的
な
論
争
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

田
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
最
澄
と
南
都
仏
教
勢
力
の
間
に
お
い
て
、
教
理
面
（
成
仏
論
、
一
乗
三
乗
等
の
問
題
）
に
関
す
る
論
争

が
長
期
化
し
た
形
跡
は
現
段
階
で
見
当
た
ら
な
い
。
教
理
を
課
題
と
し
た
論
争
が
最
澄
・
徳
一
間
で
の
み
長
期
化
し
た
と
す
る
の
は
も
う

少
し
て
い
ね
い
に
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑵
最
澄
撰
『
守
護
章
』
ま
た
は
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
お
け
る
両
者
の
主
張
を
見
て
も
、
単
に
「
一
乗
」・「
三
乗
」、「
五
姓
各
別
」・

（
�
）

「
一
切
皆
成
」
な
ど
と
い
っ
た
相
違
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

⑶
最
澄
・
徳
一
の
間
に
は
東
国
の
道
忠
教
団
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
最
澄
・
徳
一
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
下
野
周

（
�
）

辺
の
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
�
）

⑷
最
澄
は
東
国
の
論
争
と
並
行
し
て
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
戒
運
動
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
論
争
と
の
関
係
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
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⑸
最
澄
と
徳
一
の
間
は
五
〇
〇
キ
ロ
も
の
距
離
が
あ
り
、
片
道
で
「
比
叡
山
か
ら
会
津
ま
で
の
お
よ
そ
３
７
日
か
ら
４
０
日
ほ
ど
の
日
数

が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
渡
辺
俊
彦
﹇
二
〇
一
四
﹈）。
当
時
の
最
澄
は
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
戒
を
め
ぐ
っ
て
南
都
と
論
争
を
繰

り
広
げ
て
お
り
、
わ�

ざ�

わ�

ざ�

遠
方
の
徳
一
を
批
判
す
る
理
由
が
、
教
理
面
の
相
違
を
是
正
す
る
た
め
だ
け
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
�
）

⑹
最
澄
の
批
判
は
「
徳
一
固
有
へ
の
批
判
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
法
相
教
学
全
体
を
批
判
し
た
と
は
言
え

（
�
）

（
�
）

な
い
。
さ
ら
に
は
、
華
厳
教
学
を
擁
護
す
る
箇
所
が
随
所
に
見
ら
れ
る
点
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
�
三
一

権
実
論
争
�
は
、「
空
有
の
論
争
」
ま
た
は
「
三
論
対
法
相
」
と
い
う
二
項
対
立
を
継
承
し
た
論
争
で
あ
る
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
疑
問

（
�
）

が
残
る
。

⑺
徳
一
に
関
し
て
も
、
教
学
の
相
違
の
み
か
ら
最
澄
を
攻
撃
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
徳
一
が
空
海

﹇
七
七
四
│
八
三
五
﹈
に
送
っ
た
と
さ
れ
る
『
真
言
宗
未
決
文
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
書
に
は
、
空
海
﹇
七
七
四
│
八
三
五
﹈
に
よ
っ

（
�
）

て
将
来
さ
れ
た
密
教
に
対
す
る
徳
一
の
真
摯
な
態
度
が
見
受
け
ら
れ
、
教
理
の
相
違
を
批
判
す
る
動
き
は
見
て
取
れ
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
、�
三
一
権
実
論
争
�
の
原
因
が
教
理
の
相
違
の
み
に
あ
っ
た
と
す
る
従
来
説
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。
結
論
を
急
げ
ば
、

最
澄
・
徳
一
に
お
け
る
論
争
の
目
的
・
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
互
い
の
教
義
を
批
判
す
る
こ
と
自
体
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ�

の�

議�

論�

を�

目�

に�

し�

て�

い�

る�

「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
を
教
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
以
下
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
を
例
に
詳
し

く
見
て
い
き
た
い
。
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二
、「
有
智
者
」「
後
学
」
の
人
物
像

最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
は
、「
有
智
者
」「
後
学
」
あ
る
い
は
「
学
生
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
第
三
者
を
指
す
用
語
が
頻
繁
に
確
認
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
の
ほ
ぼ
す
べ
て
チ
ャ
プ
タ
ー
で
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
最
澄
に
と
っ
て
重
要
な
人
物

た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
第
三
者
に
関
す
る
先
行
研
究
は
数
少
な
い
。

田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
四
三
）

ま
た
、
徳
一
以
外
の
人
に
呼
び
か
け
る
形
の
も
の
は
、
論
争
の
本
文
自
身
に
も
見
ら
れ
る
。（
中
略
）
単
に
徳
一
だ
け
を
意
識
し
て

書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
諸
家
の
有
智
の
人
々
、
ま
た
天
台
を
含
む
一
乗
家
の
人
々
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る
の
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

師
茂
樹
﹇
二
〇
〇
四
﹈

最
澄
の
考
え
る
読
者
は
円
機
未
熟
の
者
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
謗
法
者
で
あ
る
徳
一
と
、
今
の
と
こ
ろ
謗
法
者
で
は
な
い
南
都
の

「
将
来
の
学
生
」
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
で
は
、
最
澄
と
徳
一
以
外
の
第
三
者
の
人
物
像
と
し
て
、「
諸
家
の
有
智
の
人
々
」「
天
台
を
含
む
一
乗
家
」、
ま
た
は
南
都

の
「
将
来
の
学
生
」
な
ど
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
具
体
相
は
い
ま
だ
判
然
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
最
澄
の

用
い
る
「
学
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
管
見
の
限
り
東
国
の
道
忠
教
団
近
辺
に
い
た
と
想
定
さ
れ
る
門
弟
を
指
し
て
い
る
た
め
、
南
都
の
人

１０



（

）

物
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
（
詳
細
は
後
述
）。
以
上
の
点
か
ら
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
な
ら
び
に
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
逸
文
に
お
け

る
「
有
智
者
」「
後
学
」
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
は
、
最
澄
の
『
守
護
章
』
内
に
頻
出
す

（

）

る
、
徳
一
以
外
の
人
物
を
指
す
呼
称
と
該
当
箇
所
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
れ
を
見
て
も
、
い
か
に
最
澄
・
徳
一
以
外
を
指
す
語
が
多
い
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
徳
一
に
関
し
て
も
、
最
澄
・
道
忠
教
団
以

外
の
第
三
者
を
想
定
し
て
、「
後
学
」「
有
智
者
」
等
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
詳
細
は
後
の
③
で
述
べ
る
）。
続
い
て
、
表

に
挙
げ
た
呼
称
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
①
〜
③
の
特
徴
が
見
ら
れ
た
。

①
最
澄
は
、
道
忠
教
団
の
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
と
呼
ば
れ
る
人
物
達
に
対
し
て
、
徳
一
（
麁
食
者
）
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
記
述
を
信

じ
な
い
よ
う
に
促
し
て
い
る
（
こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
❸
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
）。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
一
七
一
）

そ
れ
、「
一
仏
乗
」
と
は
、
根
本
の
法
華
教
な
り
。「
分
別
説
三
」
と
は
、
隠
密
の
法
華
教
な
り
。「
唯
一
仏
乗
」
と
は
、
顕
説
の
法

華
教
な
り
。
妙
法
華
の
外
、
一
句
の
経
と
て
な
く
、
唯
一
乗
の
外
、
さ
ら
に
余
乗
等
な
し
。
機
に
随
い
て
千
名
あ
り
。
根
に
お
い
て

（

）

浅
深
あ
り
。
諸
の
有
智
者
は
、
善
く
こ
れ
を
思
念
せ
よ
。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
一
七
八
│
一
七
九
）

弾
じ
て
い
わ
く
、
か
の
経
は
、
初
時
、
第
二
時
、
第
三
の
了
義
経
に
比
況
す
。
こ
れ
法
華
・
涅
槃
経
、
い
ま
だ
説
か
ざ
る
功
徳
を
校

量
せ
ん
と
な
す
に
非
ず
。
普
天
率
土
の
善
男
女
よ
、
努
力
め
て
麁
食
の
語
を
信
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
至
心
に
釈
迦
の
経
を
信
ず
べ

（

）
し
。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
一
九
七
）

（

）

大
唐
の
判
文
は
、
分
明
に
相
伝
す
。
努
力
め
よ
努
力
め
よ
、
諸
宗
の
有
智
有
信
の
者
は
、
引
獄
の
偽
章
を
信
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
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『
守
護
章
』
上
之
中
（
二
八
四
）

明
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
な
ん
じ
は
た
だ
疏
の
文
を
見
、
す
べ
て
経
を
勘
し
て
。
こ
の
証
の
字
を
加
え
、
後
学
を
誑
惑
す
。
恐
る
べ
き
か

（

）

な
、
恐
る
べ
き
か
な
。
諸
の
有
智
の
者
は
、
経
に
依
り
て
解
を
取
る
べ
し
。
繁
く
し
て
さ
ら
に
道
わ
ず
。

『
守
護
章
』
下
之
中
（
六
二
六
）

妙
法
華
経
の
な
か
、「
菩
薩
の
領
解
な
し
」
と
は
、
文
字
に
愚
鈍
な
る
師
の
み
。「
非
本
所
望
」
は
す
で
に
太
子
に
あ
り
て
、
大
師
の

義
に
則
り
、
霊
山
の
説
は
、
金
輪
の
心
に
契
う
。
奥
州
の
義
鏡
は
、
上
宮
の
使
、
釈
尊
の
教
に
乖
く
。
庶
く
は
諸
宗
の
真
の
学
生
、

（

）

迦
羅
の
子
を
抛
郤
せ
よ
。

以
上
の
よ
う
に
、
最
澄
は
「
有
智
者
」「
後
学
」「
普
天
率
土
の
善
男
女
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
人
物
た
ち
に
対
し
て
、
徳
一
の
語
を
信
じ

な
い
よ
う
促
し
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
が
仮
称
『
天
台
法
華
義
』（
道
忠
教
団
撰
述
）
を
批
判
し
て
い
た
こ

（

）

と
を
踏
ま
え
る
と
（
前
項
に
挙
げ
た
❶
〜
❷
を
参
照
）、「
有
智
者
」
た
ち
は
道
忠
教
団
周
辺
の
人
物
を
指
し
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
。

②
最
澄
の
批
判
は
、
徳
一
の
法
相
理
解
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
法
相
教
学
の
不
備
を
指
摘
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
背
景

に
も
「
有
智
者
」「
後
学
」
な
ど
の
存
在
が
見
て
取
れ
る
。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
一
八
三
）

弾
じ
て
い
わ
く
、
略
示
以
下
の
文
は
、
法
苑
の
句
を
写
取
す
な
り
。
章
主
は
い
ま
だ
絶
筆
せ
ず
し
て
滅
度
す
。
大
唐
国
の
七
巻
の
本

は
、
多
く
謬
乱
あ
り
。
十
二
巻
の
本
、
や
や
に
再
治
す
。
い
ま
麁
食
者
は
、
錯
謬
の
本
を
写
し
て
、
謗
法
の
失
を
犯
す
。
庶
く
は
将

１４



（

）

来
の
新
学
、
十
二
巻
の
章
を
、
法
相
の
鏡
と
な
せ
。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
二
一
九
│
二
二
〇
）

弾
じ
て
い
わ
く
、
な
ん
じ
が
説
は
理
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
前
失
に
同
じ
き
が
ゆ
え
に
。
法
領
・
喩
領
の
三
時
教
、
非
処
に
し
て
、
過

多
く
、
す
で
に
立
た
ず
。
枝
葉
合
領
の
三
時
教
、
縁
作
莫
義
に
し
て
、
安
立
す
る
こ
と
を
得
。
慈
恩
の
玄
賛
に
、「
内
滅
の
一
行
、

指
し
て
初
時
と
な
す
。
若
聞
の
一
行
は
、
示
し
て
第
二
と
な
す
。
現
希
等
の
下
は
、
法
華
の
時
と
な
す
」
と
説
く
。
な
ん
じ
は
重
頌

の
本
を
探
る
と
い
え
ど
も
、
然
る
に
な
お
師
に
順
ぜ
ず
し
て
、
妄
に
三
時
教
を
合
領
せ
ん
こ
と
を
立
つ
。
善
知
識
に
似
て
、
後
学
を

（

）

迷
わ
す
な
り
。
有
心
の
君
子
は
、
任
意
に
取
捨
せ
よ
。

『
守
護
章
』
上
之
下
（
三
五
〇
）。

﹇
徳
一
の
示
す
﹈「
非
時
非
機
濫
雑
偽
門
小
止
観
等
」
は
、
有
智
は
淘
汰
し
、
任
意
に
取
捨
す
べ
し
。
婆
婆
・
俱
舎
・
成
実
等
を
遠
離

す
る
小
乗
論
な
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
小
乗
の
止
観
に
あ
ら
ず
。
深
密
大
乗
、
十
八
門
の
止
観
、
瑜
伽
・
顕
揚
・
対
法
・
起
信
等
に
依

ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
大
乗
の
止
観
な
ら
ず
。
法
華
一
乗
、
大
涅
槃
等
、
仏
性
、
実
性
等
を
信
ぜ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
一
乗
の
止
観
な
ら

ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
麁
食
者
の
私
止
観
な
る
の
み
。
努
力
め
よ
、
努
力
め
よ
。
諸
の
有
智
者
は
、
謬
り
て
も
こ
れ
を
許
す
こ
と
な

（

）

か
れ
。

『
守
護
章
』
中
之
中
（
四
〇
九
）

﹇
最
澄
は
、
北
寺
（
興
福
寺
）・
南
寺
（
元
興
寺
）
の
法
相
教
学
が
相
違
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
﹈
麁
食
者
は
、
い
ま
だ
こ
の
意
を
了
せ

ず
し
て
、
後
学
を
誑
惑
す
。
深
く
悲
愍
す
べ
け
ん
や
。
わ
れ
大
甚
な
る
を
見
る
の
み
。
お
よ
そ
仏
法
を
住
持
す
る
有
智
の
丈
夫
は
、
１５ “三一権実論争”の目的



誠
に
す
べ
か
ら
く
自
宗
の
義
と
い
え
ど
も
、
も
し
邪
義
あ
ら
ば
、
後
学
に
指
示
し
て
、
誑
惑
す
べ
か
ら
ず
。
他
宗
の
義
と
い
え
ど

も
、
も
し
正
義
あ
ら
ば
、
用
い
取
り
て
伝
う
べ
し
。
こ
れ
す
な
わ
ち
智
人
な
り
。
お
よ
そ
そ
の
文
義
、
邪
僞
と
い
え
ど
も
偏
え
に
阿

黨
を
存
し
て
、
お
の
れ
の
邪
義
を
隠
し
、
探
り
て
人
過
を
顕
い
て
、
己
の
僞
義
を
挙
げ
、
泯
他
の
正
義
を
泯
ず
れ
ば
、
愚
の
中
の
ま

（

）

た
愚
の
み
。
い
ま
よ
り
以
後
、
伝
法
の
座
主
は
、
さ
ら
に
爾
か
る
べ
か
ら
ず
。

『
守
護
章
』
中
之
下
（
四
六
四
）

い
ま
麁
食
者
が
出
す
と
こ
ろ
の
論
の
文
は
、
慈
恩
の
玄
賛
の
文
を
鈔
出
す
な
り
。
こ
れ
瑜
伽
論
の
正
本
に
あ
ら
ず
し
て
、
か
る
が
ゆ

（

）

え
に
後
学
を
迷
乱
す
。
巨
蠧
の
偽
章
な
り
。
ま
さ
に
い
ま
正
し
く
瑜
伽
の
本
文
を
正
引
し
、
後
学
に
正
智
正
解
を
取
ら
し
む
べ
し
。

『
守
護
章
』
下
之
下
（
六
六
五
）

（

）

﹇
最
澄
は
『
義
林
章
』
の
第
三
を
挙
げ
て
﹈
麁
食
よ
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
法
相
の
正
義
は
、
大
唐
に
現
伝
し
、
謗
法
の
失
な
し
。

『
守
護
章
』
下
之
下
（
六
六
五
│
六
六
六
）

﹇
最
澄
は
、
法
相
学
派
・
義
一
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
の
『
法
華
論
』
に
関
す
る
注
釈
書
を
挙
げ
て
﹈
麁
食
よ
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
新

（

）

義
決
択
に
謗
法
の
失
な
し
。
い
ま
よ
り
以
後
、
こ
の
間
の
学
生
は
、
自
他
を
論
ぜ
ず
、
か
の
古
執
を
改
め
て
、
こ
の
新
義
に
就
け
。

（

）

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
最
澄
が
法
相
教
学
を
擁
護
し
つ
つ
、
徳
一
の
み
を
批
判
対
象
と
し
て
い
る
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
目
的
と
し

て
は
、
道
忠
教
団
側
の
「
諸
の
有
智
者
」「
後
学
」「
一
切
の
学
人
」「
こ
の
間
の
学
生
」
た
ち
が
徳
一
の
見
解
に
従
わ
な
い
よ
う
促
す
こ

と
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、『
成
唯
識
論
』、
基
﹇
六
三
一
│
六
八
二
﹈
撰
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』、
な
ど
を
根
拠
と
し
つ
つ
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（

）

（

）

徳
一
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
や
、
護
法
﹇
五
三
〇
│
五
六
一
﹈
を
尊
重
し
て
い
る
形
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
道
忠
教
団
に

属
す
る
「
後
学
」
た
ち
が
法
相
教
学
に
通
じ
て
い
た
可
能
性
も
浮
上
す
る
。
つ
ま
り
、
最
澄
が
法
相
教
学
を
擁
護
し
つ
つ
徳
一
の
み
を
批

（

）

判
し
た
背
景
に
は
、
道
忠
教
団
に
属
し
つ
つ
法
相
教
学
に
も
精
通
す
る
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
へ
の
忖
度
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

③
最
澄
の
み
な
ら
ず
、
徳
一
も
道
忠
教
団
の
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
に
対
し
て
注
意
喚
起
し
て
い
る
。

さ
て
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
澄
が
教
化
対
象
と
し
た
「
有
智
者
」「
後
学
」
な
ど
の
人
物
た
ち
に
対
し
て
、
徳
一
も
教
化
を
行
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
逸
文
（
前
項
の
❷
に
該
当
）
と
、
そ
れ
に
対
す
る
最
澄
の
反
論
（
前
項
の
❸

に
該
当
）
に
見
て
取
れ
る
。

『
守
護
章
』
上
之
上
（
一
九
六
）

（

）

麁
食
者
ま
た
い
わ
く
、
冀
く
は
諸
の
有
智
の
者
、
仏
説
の
三
時
教
を
学
ぶ
べ
し
、
と
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
徳
一
が
道
忠
教
団
側
の
人
物
（「
有
智
者
」
等
か
？
）
に
対
し
て
教
化
を
試
み
て
い
る
箇
所
、
な
ら
び
に
そ
れ
に

対
す
る
最
澄
の
批
判
が
複
数
見
ら
れ
る
。

『
守
護
章
』
上
之
中
（
二
四
二
）

﹇
徳
一
﹈
十
六
諦
は
、
と
も
に
こ
れ
菩
薩
の
証
見
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
な
ん
ぞ
な
ん
じ
は
、
妄
り
に
初
諦
を
も
っ
て
、
凡
夫
の
所
見

に
配
し
、
次
諦
を
二
乗
の
所
見
に
約
し
て
、
第
三
の
諦
を
仏
・
菩
薩
の
所
見
に
当
つ
る
や
。
ま
た
か
の
経
の
中
、
具
に
十
六
諦
を
列
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す
。
な
に
が
ゆ
え
に
、
初
の
三
諦
を
も
っ
て
、
四
教
の
所
詮
に
約
し
、
余
の
十
三
諦
を
、
四
教
に
配
せ
ざ
る
や
。
こ
れ
何
の
ゆ
え
あ

る
や
。
も
し
四
教
に
配
す
れ
ば
、
な
に
が
ゆ
え
に
説
か
ざ
る
や
。
も
し
四
教
に
配
せ
ず
ん
ば
、
か
の
た
つ
る
と
こ
ろ
の
四
教
は
、
法

（

）

を
摂
す
る
こ
と
尽
き
ず
。
い
か
ん
ぞ
学
ぶ
に
足
ら
ん
。

『
守
護
章
』
中
之
中
（
四
二
八
）

﹇
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』﹈
辺
主
ま
た
い
わ
く
、
天
親
は
論
を
作
し
、
七
功
徳
を
も
っ
て
序
品
を
分
か
ち
、
五
示
現
を
も
っ
て

方
便
品
を
分
か
つ
。
そ
の
余
品
、
お
の
お
の
処
分
あ
り
。
昔
、
河
西
の
憑
、
江
東
の
瑶
は
、
こ
の
意
を
取
り
て
経
文
を
節
目
す
。
末

代
尤
も
煩
な
り
。

﹇
徳
一
﹈
こ
れ
も
ま
た
理
に
あ
ら
ず
。
麁
浅
の
情
に
任
せ
、
深
細
の
教
を
嫌
い
、
知
法
の
意
に
背
く
。（
中
略
）
天
竺
の
本
に
乖
き

て
、
大
唐
の
末
に
よ
る
。
あ
に
弘
法
の
人
な
ら
ん
や
。
か
る
が
ゆ
え
に
本
論
に
依
り
て
、
経
文
を
判
ず
べ
し
。
人
情
に
依
る
こ
と
な

（

）

か
れ
。

『
守
護
章
』
下
之
下
（
六
七
八
）

﹇
徳
一
﹈
有
る
が
執
す
。
法
華
以
前
の
四
十
年
の
教
、
こ
れ
権
教
な
る
が
ゆ
え
に
、
定
性
二
乗
、
無
性
有
情
は
、
み
な
成
仏
せ
ず
と

説
く
。
法
華
の
後
の
教
は
、
こ
れ
実
教
の
ゆ
え
に
、
定
不
定
性
を
簡
ば
ず
、
有
性
・
無
性
を
分
か
た
ず
し
て
、
し
か
も
み
な
成
仏
す

（

）

と
説
く
は
、
甚
大
な
る
迷
謬
な
り
。
諸
の
有
智
者
、
謬
り
て
こ
れ
に
依
る
こ
と
な
か
れ
。

徳
一
に
よ
る
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』
を
学
ぼ
う
と
す
る
「
有
智
者
」
た
ち
に
対
し
て
、
そ
の
誤
り
を
正
す

も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
徳
一
と
最
澄
が
同
時
に
「
有
智
者
」「
後
学
」
に
向
け
て
注
意
を
促
す
箇
所
も
存
す
る
。
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『
守
護
章
』
中
之
下
（
四
七
八
）

﹇
徳
一
﹈
臆
説
の
科
段
に
、
多
く
の
過
失
あ
り
。
ゆ
え
に
依
る
べ
か
ら
ず
。
論
の
文
に
依
る
べ
し
。（
中
略
）

（

）

﹇
最
澄
﹈
麁
食
者
の
臆
説
は
仏
を
合
し
て
、
多
く
の
過
失
あ
り
。
ゆ
え
に
依
る
べ
か
ら
ず
。
論
の
文
の
「
吾
従
成
仏
」
に
依
る
べ
し
。

『
守
護
章
』
中
之
下
（
四
九
三
│
四
九
五
）

﹇
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』﹈
山
家
は
、
三
乗
倶
に
車
を
索
み
て
、
た
だ
二
乗
の
み
に
あ
ら
ず
と
。

﹇
徳
一
﹈
い
ま
い
わ
く
爾
ら
ず
。
た
だ
二
乗
は
索
む
。
菩
薩
に
あ
ら
ず
。
然
る
に
こ
の
義
は
細
か
な
り
。
ゆ
え
に
末
学
の
た
め
に
、

さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
指
し
、
広
く
分
別
せ
ん
こ
と
を
演
ぶ
。
諸
の
有
智
者
は
、
繁
重
を
厭
う
こ
と
な
か
れ
。（
中
略
）

﹇
最
澄
﹈
こ
の
説
は
理
に
あ
ら
ず
。
所
説
の
義
は
、
不
正
義
な
る
が
ゆ
え
に
。
宅
相
を
弁
ず
る
中
に
、
変
易
を
火
宅
と
な
す
は
、
正

（

）

文
な
き
が
ゆ
え
に
、
義
は
準
ず
る
に
妨
げ
あ
り
。
有
智
は
解
す
べ
し
。
さ
ら
に
道
わ
ざ
る
な
り
。

『
守
護
章
』
下
之
中
（
五
九
五
│
五
九
六
）

﹇
徳
一
﹈
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
決
定
趣
寂
声
聞
は
、
終
に
不
成
仏
な
る
こ
と
を
。（
中
略
）
教
意
を
解
せ
ず
し
て
、
権
実
を
定
む
る
を

謬
り
、
後
学
の
徒
を
誑
か
す
。
信
受
し
て
錯
す
る
こ
と
な
か
れ
。（
中
略
）

﹇
最
澄
﹈
こ
の
破
は
理
に
あ
ら
ず
。
所
以
は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
一
類
の
不
定
、
二
周
の
領
解
、
後
周
の
説
三
は
、
す
べ
て
経
意
に

（

）

あ
ら
ず
。（
中
略
）
努
力
め
て
麁
食
の
偽
会
に
帰
す
る
こ
と
な
か
れ
。

こ
の
よ
う
に
、
徳
一
が
呼
び
か
け
て
い
る
人
物
に
対
し
て
、
最
澄
も
教
化
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
徳
一
の
言
及
は
省

略
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
徳
一
が
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
を
教
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
最
澄
の
記
述
も
複
数
看
取
で
き
る
。
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『
守
護
章
』
上
之
上
（
二
一
五
│
二
一
六
）

弾
じ
て
い
わ
く
、
こ
の
説
は
理
に
あ
ら
ず
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
全
く
妄
語
な
る
が
ゆ
え
な
り
。
な
ん
じ
は
法
華
の
領
解
を
引
き
て
、

三
時
教
を
建
立
す
。
そ
の
章
文
に
い
わ
く
、「
法
華
経
の
信
解
品
に
、
迦
葉
等
の
四
人
、
仏
説
の
三
時
教
を
領
解
す
る
が
ゆ
え
に

（
已
上
は
章
の
文
）
と
。
そ
の
信
解
品
の
首
、「
爾
時
慧
命
須
菩
提
」
よ
り
、「
得
未
曾
有
」
に
至
る
は
、
す
べ
て
仏
説
の
文
な
く
、

た
だ
弟
子
の
文
の
み
あ
り
。
な
ん
じ
は
人
を
し
て
信
ぜ
し
め
ん
が
た
め
に
、
妄
に
金
口
の
説
を
仮
る
。
妄
説
の
罪
、
避
く
る
こ
と
を

（

）

得
べ
き
こ
と
難
し
。

『
守
護
章
』
中
之
下
（
四
六
六
）

﹇
最
澄
﹈
麁
食
者
は
、
論
の
純
一
の
句
に
一
十
一
字
を
加
え
て
、
論
の
正
文
に
違
い
、
玄
賛
の
取
意
に
背
く
。
菩
薩
の
論
に
人
師
の

（

）

言
を
加
え
て
、
後
学
に
論
の
正
文
な
り
と
見
せ
し
む
。
そ
の
罪
は
極
め
て
重
し
。

『
守
護
章
』
中
之
下
（
四
九
八
）

一
人
が
妄
を
伝
う
れ
ば
、
百
人
は
真
と
し
て
伝
う
。
い
ま
麁
食
者
は
、
名
を
法
相
に
仮
り
て
、
義
は
後
学
を
欺
く
。
遂
に
邪
義
を
助

（

）

け
ん
が
た
め
に
、
相
似
の
文
を
引
く
な
り
。
い
ま
自
他
を
済
わ
ん
が
た
め
に
、
略
し
て
一
両
の
妄
を
示
す
と

『
守
護
章
』
下
之
上
（
五
四
九
）

弾
じ
て
い
わ
く
、
麁
食
者
の
五
微
三
会
、
二
非
一
不
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
理
な
ら
ず
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
涅
槃
の
文
を
偽
会
し

（

）

て
、
後
学
の
者
を
迷
わ
し
む
る
が
ゆ
え
に
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以
上
の
点
か
ら
、
最
澄
と
徳
一
は
「
有
智
者
」「
後
学
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
同
様
の
人
物
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
教
化
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
明
白
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
道
忠
教
団
に
属
し
つ
つ
法
相
教
学
に
通
じ
て
い
た
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
は
、
徳
一
と
も
関
係

性
を
有
す
存
在
だ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
今
一
度
①
〜
③
の
項
目
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
最
澄
は
、
道
忠
教
団
の
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
と
呼
ば
れ
る
人
物
達
に
対
し
て
、
徳
一
（
麁
食
者
）
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
記
述
を
信

じ
な
い
よ
う
に
促
し
て
い
る
。

②
最
澄
『
守
護
章
』
で
は
、
法
相
教
学
自
体
で
は
な
く
、
徳
一
固
有
へ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
道
忠
教
団
に
属
し
つ

つ
法
相
教
学
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
「
後
学
」「
有
心
の
君
子
」
た
ち
に
対
し
て
、
最
澄
が
忖
度
し
た
こ
と
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

③
最
澄
と
同
様
に
、
徳
一
も
「
有
智
者
」「
後
学
」
に
対
し
て
教
化
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
は
道

忠
教
団
に
属
し
つ
つ
、
徳
一
と
も
関
係
し
て
い
た
人
物
た
ち
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
①
〜
③
を
「
先
行
研
究
の
整
理
」
で
挙

げ
た
、

❶
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』

❷
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
よ
る
批
判

❸
最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
よ
っ
て
、
❷
を
批
判
・
❶
を
擁
護

と
い
う
時
系
列
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

�
❶
道
忠
教
団
は
『
天
台
法
華
義
』
を
用
い
て
教
化
活
動
を
行
っ
て
お
り
（
詳
細
は
次
項
）、
徳
一
教
団
か
ら
転
入
す
る
者
が
存
在
し
た
。

�
❷
徳
一
は
『
中
辺
義
鏡
』
に
お
い
て
道
忠
教
団
撰
『
天
台
法
華
義
』
を
批
判
し
、
そ
の
教
団
に
転
入
し
た
「
有
智
者
」「
後
学
」
等
の
人

（

）

物
達
に
対
し
て
、
徳
一
教
団
に
戻
る
よ
う
促
し
た
。
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�
❸
最
澄
は
『
守
護
章
』
を
執
筆
し
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
お
け
る
法
相
教
学
理
解
に
不
備
が
あ
る
こ
と
を
、
徳
一
教
団
か
ら
道
忠

教
団
に
転
入
し
た
「
有
智
者
」「
後
学
」
に
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
が
徳
一
教
団
に
「
帰
信
」
し
な
い
よ
う

（

）

（

）

促
し
つ
つ
、
天
台
教
学
の
正
統
性
を
訴
え
た
。

い
わ
ゆ
る
�
三
一
権
実
論
争
�
の
図
式
が
�
❶
〜�
❸
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
最
初
に
「
東
国
に
お
け
る
論
争
の

原
因
は
単
に
教
理
面
の
相
違
の
み
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
」
と
指
摘
し
た
⑴
〜
⑺
に
関
し
て
も
、
お
お
む
ね
解
消
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
か
ら
は
、
未
解
決
の
�
❶
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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三
、
道
忠
教
団
の
教
化
活
動

先
に
結
論
を
言
う
と
、
徳
一
側
の
人
物
た
ち
が
道
忠
教
団
側
へ
転
入
し
た
背
景
に
は
、
道
忠
教
団
の
積
極
的
な
布
教
活
動
が
関
係
し
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。
当
時
の
東
国
に
お
け
る
仏
教
情
勢
は
、
下
野
薬
師
寺
を
中
心
と
し
て
西
側
が
道
忠
教
団
、
東
側
が
徳
一
教
団
と
い
う

よ
う
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
非
常
に
接
近
し
た
位
置
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
淺
田
正
博
﹇
二
〇
一
三
﹈
の
調
査

報
告
か
ら
も
看
取
で
き
よ
う
。
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（
淺
田
正
博
﹇
二
〇
一
三
﹈
よ
り
転
載
。
印
が
つ
け
て
あ
る
部
分
は
徳
一
関
係
の
寺
院
を
指
す
。
○
内
は
筆
者
が
書
き
加
え
た
）。
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こ
の
う
ち
、
西
側
で
は
菩
薩
と
称
さ
れ
た
道
忠
を
は
じ
め
、
如
来
使
と
称
さ
れ
た
広
智
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
な
ど
が
積
極
的
に
布
教
活
動

（

）

を
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
門
下
も
多
数
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
道
忠
教
団
が
布
教
に
用
い
た
と
推
定
さ
れ
る

書
物
が
、
先
ほ
ど
か
ら
挙
が
っ
て
い
る
仮
称
『
天
台
法
華
義
』
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
書
は
、
天
台
教
学
に
関
す
る
著
作
を
祖

（

）

述
し
つ
つ
、
華
厳
教
学
や
法
宝
の
一
乗
思
想
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
柔
軟
な
思
想
が
見
受
け
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
天

台
法
華
義
』
に
は
他
学
派
批
判
が
ほ
ぼ
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
道
忠
教
団
が
布
教
を
行
う
際
に
こ
の
書
を
用
い
た
と
見
て

不
自
然
で
は
な
い
。
そ
の
裏
付
と
な
る
の
は
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
記
述
で
あ
る
。
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
で
は
『
天
台
法
華
義
』

の
内
容
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、「
諸
の
有
智
者
信
じ
る
こ
と
な
か
れ
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
徳
一
の
記
述
は
、
道
忠
教
団

に
よ
る
布
教
活
動
の
強
い
影
響
力
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
忠
教
団
に
よ
る
『
天
台
法
華
義
』
等
を
用
い
た
布
教
活
動
に
よ

（

）

り
、「
有
智
者
」「
後
学
」
と
呼
ば
れ
る
徳
一
教
団
と
近
し
い
人
物
た
ち
が
、
道
忠
教
団
へ
転
入
し
た
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。

小

結

こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
と
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
を
そ
れ
ぞ
れ
が
執
筆
し
た
目
的
は
、
互
い
の
教
理
を
批

判
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
道
忠
教
団
周
辺
の
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
を
教
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

（

）

推
察
さ
れ
る
。
よ
う
す
る
に
、�
三
一
権
実
論
争
�
は
単
な
る
「
水
掛
論
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
と
関
係
を
有
し
て
い
た
「
有

智
者
」「
後
学
」
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
結
果
と
し
て
�
論
争
�
と
い
う
形
式
を
取
っ
た

に
過
ぎ
な
い
。

な
お
、
最
澄
・
徳
一
が
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
両
者
の
著
し
た
書
名
に
も
表
れ
て
い
る
。
最
澄
が
著

し
た
『
守�

護�

国�

界�

章�

』
と
い
う
題
目
に
は
、
東
国
の
門
下
が
誤
っ
た
教
え
を
信
奉
し
な
い
よ
う
促
す
、
い
わ
ば
指
南
書
的
な
意
味
合
い
が
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（

）

看
取
で
き
る
。
ま
た
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
が
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
最
澄
の
企
図
し
た
「
菩
薩

（

）

僧
」
の
育
成
と
の
関
連
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
は
、
一
見
す
る
と
�
徳
一
を
批
判
す
る
こ
と
�
が
第
一
義
に

と
ら
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
本
来
の
目
的
は
東
国
に
お
け
る
道
忠
教
団
近
辺
の
「
有
智
者
」「
後
学
」
た
ち
を
教
化
し
、
敵
教
団
へ
の
流
出

を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
徳
一
の
『
中
辺
義
鏡
』
に
関
し
て
も
、「
中
主
（
徳
一
）
と
辺
主
（
道
忠
教
団
の

人
物
）
の
義
理
〔
の
相
違
を
示
す
〕
鏡
（
手
本
）」
と
い
う
意
図
を
含
ん
で
お
り
、
指
南
書
と
し
て
の
機
能
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
今
後
は
「
有
智
者
」
な
ど
の
第
三
者
に
対
す
る
最
澄
・
徳
一
の
動
向
に
着
目
し
つ
つ
、
教
理
面
以
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
精
査

す
る
こ
と
で
、�
三
一
権
実
論
争
�
の
新
た
な
側
面
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
ほ
か
、�
三
一
権
実
論
争
�
の
経
過
に
つ
い
て

も
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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）
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ゆ
る
�
三
一
権
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争
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に
お
け
る
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立
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係
を
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て
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は
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難
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し

か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
通
例
に
し
た
が
い
�
三
一
権
実
論
争
�
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

（
２
）
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
は
、「
法
華
は
一
乗
を
説
く
」
と
し
て
い
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
﹈

（
三
二
六
）「
五

徳
一
の
三
時
教
判
に
基
づ
く
法
華
経
解
釈
」
を
参
照
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
単
純
に
「
一
乗
」・「
三
乗
」
の
相
違
が
、

徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
批
判
目
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、「
一
切
皆
成
」
と
「
五
姓
各
別
」
に
関
す
る
議
論
は
最
澄
撰
『
守

護
章
』
下
巻
に
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
最
澄
側
・
徳
一
側
の
議
論
に
お
け
る
一
翼
を
担
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
論
争
全
体
に
当
て
は
め
て
理

解
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
３
）
安
藤
俊
雄
・
薗
田
香
融
﹇
一
九
七
四
﹈（
五
〇
二
）
は
、
東
国
の
状
況
に
つ
い
て
「
‥
‥
‥
当
時
の
関
東
地
方
は
、
奈
良
末
期
以
来
の
打
ち
続

く
征
夷
戦
争
の
前
線
基
地
と
さ
れ
て
い
た
。「
五
姓
各
別
」
と
「
一
切
皆
成
」
を
か
け
た
法
華
経
論
争
は
、
荒
々
し
い
自
然
と
風
土
に
と
り
か
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こ
ま
れ
、
律
令
政
府
の
き
び
し
い
収
奪
に
あ
え
ぐ
当
時
の
関
東
の
農
民
た
ち
の
目
前
で
展
開
さ
れ
る
と
き
、
特
別
に
切
実
な
意
味
を
荷
っ
た
で

あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
下
野
周
辺
は
「
東
国
の
側
か
ら
言
え
ば
、
郡
司
階
層
と
呼
ば
れ
る
地
域
と
民
衆
に
密
着
し

た
有
力
氏
族
層
を
主
た
る
牽
引
者
と
す
る
「
地
方
都
市
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
さ
え
呼
び
う
る
よ
う
な
社
会
的
成
熟
の
達
成
と
、
文
字
を

通
し
て
の
意
志
伝
達
や
各
種
手
工
業
生
産
の
充
実
、
知
識
と
呼
ば
れ
る
講
の
成
立
な
ど
の
前
代
か
ら
の
蓄
積
を
前
提
に
、
そ
こ
に
登
場
し
た
道

忠
・
広
智
と
い
う
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
の
存
在
に
よ
っ
て
、
最
澄
が
夢
見
た
成
熟
し
た
古
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
・
思
想
つ
ま
り
時
代
の
普

遍
性
が
実
践
的
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
天
台
宗
へ
の
収
斂
ば
か
り
で
な
く
、
徳
一
に
始
ま
る
「
仏
都
会
津
」
の
輝
き

や
勝
道
を
嚆
矢
と
す
る
日
光
周
辺
の
神
仏
習
合
、
山
岳
信
仰
の
広
が
り
と
も
相
通
づ
る
。
東
国
は
決
し
て
草
深
い
鄙
で
は
な
く
、
日
本
人
の

心
、
思
想
、
生
活
を
根
底
で
支
え
る
大
乗
仏
教
、
民
衆
仏
教
の
揺
藍
の
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
熊
倉
浩
靖
﹇
二
〇
〇
五
﹈）
と
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
非
常
に
高
度
な
文
明
が
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
基
盤
を
有
し
て
い
た
道
忠
教
団
だ
か
ら
こ
そ
、
後
の
天
台
座

主
を
数
多
く
輩
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
下
野
周
辺
の
地
域
に
は
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
が
多
く
住
し
て
い
た
と
い
う
指

摘
も
あ
る
（
由
木
義
文
﹇
二
〇
〇
九
﹈（「
第
二
章

帰
化
人
の
仏
教
」「
第
三
章

戒
壇
・
下
野
の
薬
師
寺
の
仏
教
」）。
道
忠
教
団
に
も
こ
れ

ら
の
渡
来
人
は
多
数
在
籍
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
同
じ
渡
来
人
系
の
祖
先
を
持
つ
最
澄
を
優
遇
し
た
理
由
に
な
り
う
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
最

澄
に
と
っ
て
道
忠
教
団
は
極
め
て
密
接
な
存
在
で
あ
り
、
次
世
代
の
�
菩
薩
僧
�
た
ち
の
供
給
源
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
経
済
的
な
援
助
を

受
け
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

（
４
）
安
藤
俊
雄
・
薗
田
香
融
﹇
一
九
七
四
﹈、
竹
田
暢
典
﹇
一
九
七
五
﹈、
中
川
修
﹇
一
九
八
一
﹈、
小
島
信
泰
﹇
二
〇
一
二
﹈。

（
５
）
寺
井
良
宣
﹇
一
九
八
九
﹈。

（
６
）
た
と
え
ば
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』（
一
五
二
）
に
は
、「
天
台
智
者
、
聴
妙
法
於
釈
尊
、
慈
恩
乗
基
、
授
函
杖
於
玄
奘
、
五
味
三
時
、
随
機
而
雷

霆
、
三
車
四
車
、
比
輪
而
運
載
、
権
実
同
韻
、
守
護
国
界
、
偏
円
異
轍
、
廣
済
黎
元
」
と
あ
り
、
法
相
教
学
に
対
し
て
も
隠
健
な
態
度
を
示
し

て
い
る
。

（
７
）
吉
津
宜
英
﹇
一
九
八
七
﹈、
田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈、
木
内
堯
大
﹇
二
〇
〇
八
﹈、
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
﹈、
英

亮
﹇
二
〇
二
一
﹈。

（
８
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
﹈
を
参
照
。

（
９
）
末
木
文
美
士
・
他
﹇
一
九
八
五
﹈（
三
二
）「
此
所
述
之
諸
疑
問
者
、
恐
謗
法
業
、
招
無
閒
報
。
唯
欲
結
所
疑
、
増
明
一
解
、
一
向
帰
信
、
専
季

其
宗
耳
。
廣
諸
同
法
者
、
莫
依
此
疑
問
、
嫌
軽
彼
宗
」。

（
１０
）
例
え
ば
、『
守
護
章
』
下
之
下
（
六
六
六
）「
こ
の
間
の
学
生
は
、
自
他
を
論
ぜ
ず
、
か
の
古
執
を
改
め
て
こ
の
新
義
に
就
け
」
な
ど
が
挙
げ
ら

２８



れ
る
。

（
１１
）
本
稿
で
は
す
べ
て
の
箇
所
を
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
た
め
、
重
要
と
見
ら
れ
る
箇
所
の
み
を
取
り
上
げ
考
察
対
象
と
し
た
。

（
１２
）
夫
於
一
仏
乗
者
、
根
本
法
華
教
。
分
別
説
三
者
、
隠
密
法
華
教
。
唯
一
仏
乗
者
、
顕
説
法
華
教
。
妙
法
華
之
外
、
無
一
句
経
、
唯
一
乗
之
外
、

更
無
余
乗
等
。
随
機
有
千
名
。
随
根
有
浅
深
。
諸
有
智
者
、
善
思
念
之
（『
伝
全
』
二
、
一
七
一
）。

（
１３
）
弾
曰
、
彼
経
、
初
時
、
第
二
時
、
比
況
第
三
了
義
経
、
非
是
法
華
涅
槃
経
、
未
説
功
徳
為
校
量
。
普
天
率
土
善
男
女
、
努
力
勿
信
麁
食
語
。
至

心
可
信
釈
迦
経
（『
伝
全
』
二
、
一
七
八
│
一
七
九
）。

（
１４
）
大
唐
判
文
、
分
明
相
伝
。
努
力
努
力
、
諸
宗
有
智
有
信
者
、
莫
信
引
獄
之
偽
章
也
（『
伝
全
』
二
、
一
九
七
）。

（
１５
）
明
知
、
汝
但
見
疏
文
、
都
不
勘
経
、
加
此
証
字
、
誑
惑
後
学
。
可
恐
哉
、
可
恐
哉
。
諸
有
智
者
、
依
経
取
解
。
繁
不
更
道
（『
伝
全
』
二
、
二

八
四
）。

（
１６
）
妙
法
華
経
中
、
無
菩
薩
領
解
者
、
愚
鈍
文
字
師
耳
。
非
本
所
望
已
有
太
子
、
則
大
師
義
、
契
霊
山
説
、
金
輪
心
。
奧
州
義
鏡
、
乖
上
宮
使
、
釈

尊
教
。
庶
諸
宗
真
学
生
、
抛
却
迦
羅
子
（『
伝
全
』
二
、
六
二
六
）。

（
１７
）
田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
七
三
│
七
六
）
に
よ
る
と
、
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
の
対
破
し
よ
う
と
し
た
『
天
台
法
華
義
』
は
、
東
国
の
下
野

近
辺
に
広
が
っ
て
い
た
道
忠
教
団
の
人
物
が
執
筆
し
た
も
の
と
見
て
い
る
。
道
忠
教
団
と
は
、
鑑
真
の
「
持
戒
第
一
」
の
弟
子
で
あ
る
道
忠

﹇
生
没
年
不
詳
﹈
を
中
心
と
し
て
、
上
野
・
下
野
周
辺
で
活
動
し
て
い
た
教
団
を
指
す
（
田
村
晃
祐
﹇
一
九
七
九
﹈（
一
八
三
│
一
八
五
）。
こ

の
教
団
に
お
け
る
人
物
達
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
、
天
台
の
ほ
か
に
華
厳
・
三
論
な
ど
の
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
田

村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
七
四
）。

（
１８
）
弾
曰
、
略
示
以
下
文
、
写
取
法
苑
句
。
章
主
未
絶
筆
滅
度
。
大
唐
国
七
巻
之
本
、
多
謬
乱
。
十
二
巻
本
、
稍
再
治
。
今
麁
食
者
、
写
錯
謬
本
、

犯
謗
法
失
。
庶
将
来
新
学
、
十
二
巻
章
、
為
法
相
鏡
（『
伝
全
』
二
、
一
八
三
）。

（
１９
）
弾
曰
、
汝
説
非
理
。
已
同
前
失
故
。
法
領
・
喩
領
三
時
教
、
非
処
、
多
過
、
已
不
立
。
枝
葉
合
領
三
時
教
、
縁
作
莫
義
、
得
安
立
。
慈
恩
玄
賛

説
、
内
滅
一
行
、
指
為
初
時
。
若
聞
一
行
、
示
為
第
二
。
現
希
等
下
、
為
法
華
時
。
汝
雖
探
重
頌
本
、
然
猶
不
順
師
、
妄
立
合
領
三
時
教
。
似

善
知
識
、
迷
後
学
。
有
心
君
子
、
任
意
取
捨
也
（『
伝
全
』
二
、
二
一
九
│
二
二
〇
）。

（
２０
）
非
時
非
機
濫
雑
偽
門
小
止
観
等
、
有
智
淘
汰
、
任
意
取
捨
。
遠
離
婆
沙
倶
舍
成
実
等
小
乗
論
故
、
不
是
小
乗
止
観
。
不
依
深
密
大
乗
、
十
八
門

止
観
、
瑜
伽
顕
揚
、
対
法
起
信
等
故
、
不
大
乗
止
観
。
不
信
法
華
一
乗
、
大
涅
槃
等
、
仏
性
実
性
等
故
。
不
一
乗
止
観
、
此
則
麁
食
者
私
止
観

耳
。
努
力
努
力
、
諸
有
智
者
、
謬
莫
許
此
（『
伝
全
』
二
、
三
五
〇
）。
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（
２１
）
麁
食
者
、
未
了
此
意
、
誑
惑
後
学
。
深
可
悲
愍
哉
。
我
見
太
甚
耳
。
凡
住
持
仏
法
有
智
丈
夫
、
誠
須
雖
自
宗
義
、
而
若
有
邪
義
、
指
示
後
学
、

不
可
誑
惑
。
雖
他
宗
義
、
若
有
正
義
、
取
用
可
伝
。
此
則
智
人
。
凡
其
文
義
、
雖
邪
偽
而
偏
存
阿
黨
、
隠
己
邪
義
、
探
顕
人
過
、
挙
己
偽
義
、

泯
他
正
義
、
愚
中
亦
愚
耳
。
自
今
以
後
、
伝
法
座
主
、
更
不
可
爾
（『
伝
全
』
二
、
四
〇
九
）。

（
２２
）
今
麁
食
者
所
出
論
文
、
抄
出
慈
恩
玄
賛
文
。
非
是
瑜
伽
論
正
本
、
故
迷
乱
後
学
。
巨
蠧
偽
章
。
当
今
正
引
瑜
伽
本
文
、
令
取
後
学
正
智
正
解

（『
伝
全
』
二
、
四
六
四
）。

（
２３
）
麁
食
、
当
知
。
法
相
正
義
、
大
唐
現
伝
、
無
謗
法
失
（『
伝
全
』
二
、
六
六
五
）。

（
２４
）
麁
食
、
当
知
。
新
義
決
択
無
謗
法
失
。
自
今
以
後
、
此
間
学
生
、
自
他
不
論
、
改
彼
古
執
、
就
此
新
義
也
（『
伝
全
』
二
、
六
六
五
│
六
六

六
）。

（
２５
）
寺
井
良
宣
﹇
一
九
八
九
﹈。
な
お
、
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
相
学
派
を
批
判
す
る
湛
然
﹇
七
一
一
│
七
八
二
﹈
の
文

言
を
引
用
し
な
か
っ
た
理
由
も
、「
有
智
者
」
を
意
識
し
た
こ
と
が
そ
の
要
因
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
２６
）
最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
お
い
て
基
撰
『
義
林
章
』
を
用
い
て
反
論
す
る
箇
所
は
上
之
上
（『
伝
全
』
二
、
一
五
九
│
一
六
二
、
一
六
八
│
一
七

〇
）、『
成
唯
識
論
』
に
つ
い
て
は
上
之
上
（『
伝
全
』
二
、
一
六
四
│
一
六
五
）
で
あ
る
。

（
２７
）
最
澄
撰
『
守
護
章
』「
麁
食
者
又
云
、
護
法
菩
薩
是
賢
劫
一
仏
、
去
十
重
索
。
咄
哉
、
盲
瞽
愚
夫
、
何
敢
破
仏
眼
。
決
曰
、
此
亦
不
爾
。
宝
公

破
西
方
唯
識
論
師
者
、
指
大
乗
基
、
未
必
護
法
。
今
検
十
巻
論
、
体
支
相
違
、
彼
護
法
菩
薩
、
豈
非
順
弥
勒
説
哉
。
若
麁
食
、
以
護
法
菩
薩
、

対
宝
公
盲
瞽
、
我
亦
以
弥
勒
補
処
、
対
麁
食
空
華
。
弥
勒
菩
薩
、
賢
劫
第
五
当
来
真
仏
、
到
十
四
日
月
出
、
居
第
四
天
。
咄
哉
、
文
字
愚
夫
、

何
敢
破
仏
心
哉
（『
伝
全
』
二
、
五
七
八
│
五
七
九
）。

（
２８
）
道
忠
教
団
近
辺
に
は
、「
華
厳
、
涅
槃
、
三
論
家
、
三
宗
大
徳
」（
六
四
六
）
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
様
な
思
想
を
有
す
る
人
物
が
存
在
し
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
基
づ
け
ば
、
法
相
教
学
に
通
じ
て
い
る
人
物
が
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

（
２９
）
麁
食
者
又
云
、
冀
諸
有
智
者
、
可
学
仏
説
之
三
時
教
（『
伝
全
』
二
、
一
九
六
）。

（
３０
）
十
六
諦
、
倶
是
菩
薩
之
所
証
見
。
何
汝
、
妄
以
初
諦
、
配
凡
夫
所
見
、
次
諦
約
二
乗
所
見
、
第
三
諦
当
仏
菩
薩
所
見
。
又
彼
経
中
、
具
列
十
六

諦
。
何
故
、
以
初
三
諦
、
約
四
教
所
詮
、
余
十
三
諦
、
不
配
四
教
。
此
有
何
所
以
。
若
配
四
教
者
、
何
故
不
説
。
若
不
配
四
教
者
、
彼
所
立
四

教
、
摂
法
不
尽
。
如
何
足
学
（『
伝
全
』
二
、
二
四
二
）。

（
３１
）
辺
主
亦
云
、
天
親
作
論
、
以
七
功
徳
分
序
品
、
五
示
現
分
方
便
品
。
其
余
品
、
各
有
処
分
。
昔
河
西
憑
、
江
東
瑤
、
取
此
意
節
目
経
文
。
末
代

尤
煩
。
此
亦
非
理
。
任
麁
浅
情
、
嫌
深
細
教
、
背
知
法
意
。（
中
略
）
乖
天
竺
本
、
依
大
唐
末
。
豈
弘
法
人
哉
。
故
依
本
論
、
可
判
経
文
。
莫

３０



依
人
情
（『
伝
全
』
二
、
四
二
八
）。

（
３２
）
有
執
。
法
華
以
前
四
十
年
教
、
是
権
教
故
、
説
定
性
二
乗
、
無
性
有
情
、
皆
不
成
仏
。
法
華
後
教
、
是
実
教
故
、
不
簡
定
不
定
性
、
不
分
有
性

無
性
、
而
説
皆
成
仏
者
、
甚
大
迷
謬
。
諸
有
智
者
、
莫
謬
依
之
（『
伝
全
』
二
、
六
七
八
）。

（
３３
）
臆
説
科
段
、
有
多
過
失
。
故
不
可
依
。
可
依
論
文
。（
中
略
）
麁
食
者
臆
説
合
仏
、
多
有
過
失
。
故
不
可
依
。
可
依
論
文
吾
従
成
仏
（『
伝
全
』

二
、
四
七
八
│
四
七
九
）。

（
３４
）
山
家
、
三
乗
倶
索
車
、
非
唯
二
乗
。
今
謂
不
爾
。
唯
二
索
、
非
菩
薩
。
然
此
義
細
。
故
為
末
学
、
更
指
其
事
、
廣
演
分
別
。
諸
有
智
者
、
莫
厭

繁
重
。（
中
略
）
此
説
非
理
。
所
説
之
義
、
不
正
義
故
。
辨
宅
相
中
、
変
易
為
火
宅
、
無
正
文
故
、
義
準
有
妨
。
有
智
可
解
。
更
不
道
也
（『
伝

全
』
二
、
四
九
三
│
四
九
五
）。

（
３５
）
明
知
。
決
定
趣
寂
声
聞
、
終
不
成
仏
。（
中
略
）
不
解
教
意
、
謬
定
権
実
、
誑
後
学
徒
。
莫
錯
信
学
。（
中
略
）
此
破
非
理
。
所
以
者
何
。
一
類

不
定
、
二
周
領
解
、
後
周
説
三
、
都
不
経
意
。（
中
略
）
努
力
莫
帰
麁
食
偽
会
（『
伝
全
』
二
、
五
九
五
│
五
九
六
）。

（
３６
）
弾
曰
、
此
説
非
理
。
何
者
、
全
妄
語
故
。
汝
引
法
華
領
解
、
建
立
三
時
教
。
其
章
文
云
、
法
華
経
信
解
品
、
迦
葉
等
四
人
、
領
解
仏
説
三
時
教

故
（
已
上
章
文
）。
其
信
解
品
首
、
従
爾
時
慧
命
須
菩
提
、
至
得
未
曾
有
、
都
無
仏
説
文
、
但
有
弟
子
文
。
汝
為
令
人
信
、
妄
仮
金
口
説
。
妄

説
之
罪
、
難
可
得
避
（『
伝
全
』
二
、
二
一
五
│
二
一
六
）。

（
３７
）
麁
食
者
、
論
純
一
句
、
加
一
十
一
字
、
違
論
正
文
、
背
玄
賛
取
意
。
菩
薩
之
論
加
人
師
言
、
令
見
後
学
論
正
文
。
其
罪
極
重
（『
伝
全
』
二
、

四
六
六
）。

（
３８
）
一
人
伝
妄
、
百
人
伝
真
。
今
麁
食
者
、
仮
名
於
法
相
、
欺
義
於
後
学
。
遂
為
助
邪
義
、
引
相
似
文
。
今
為
済
自
他
、
略
示
一
両
妄
（『
伝
全
』

二
、
四
九
八
）。

（
３９
）
弾
曰
、
麁
食
者
五
徴
三
会
、
二
非
一
不
、
皆
悉
不
理
。
何
者
、
偽
会
涅
槃
文
、
令
迷
後
学
者
故
（『
伝
全
』
二
、
五
四
九
）。

（
４０
）
こ
の
傍
証
と
し
て
、
最
澄
撰
『
秀
句
』
上
本
（『
伝
全
』
三
、
二
六
）
に
は
、「
麁
食
者
、
己
が
門
徒
を
誘
わ
ん
が
た
め
に
私
に
論
文
に
字
を
加

え
、
聖
教
を
壊
乱
し
後
学
を
誑
惑
す
」
と
い
う
一
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
徳
一
が
法
相
教
学
に
通
じ
る
人
物
（「
有
智
者
」

「
後
学
」）
を
教
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

（
４１
）
「
帰
信
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
箇
所
は
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
に
度
々
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
徳
一
教
団
か
ら
道
忠
教
団
に
転
入
し

た
人
物
に
対
し
て
、
最
澄
が
注
意
を
促
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４２
）
現
存
す
る
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
は
「
有
智
者
」「
後
学
」
を
記
す
箇
所
は
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
恐
ら
く
『
中
辺
義
鏡
』
の
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全
体
は
『
守
護
国
界
章
』
に
示
さ
れ
る
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
部
の
様
々
な
教
学
に
対
す
る
批
判
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
天
台

教
学
と
関
わ
る
部
分
を
抽
出
し
て
最
澄
が
批
判
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
木
内
堯
大
﹇
二
〇
一
九
﹈）
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
る

と
、
本
来
の
徳
一
撰
『
中
辺
義
鏡
』
に
は
、「
有
智
者
」「
後
学
」
等
の
第
三
者
を
意
図
し
た
語
が
多
数
存
在
し
た
と
見
て
大
過
な
か
ろ
う
。

（
４３
）
田
村
晃
祐
﹇
一
九
七
九
﹈（
一
八
三
│
一
八
五
）。

（
４４
）
田
村
晃
祐
﹇
一
九
九
二
﹈（
二
七
一
│
二
七
二
）。

（
４５
）
淺
田
正
博
﹇
二
〇
一
三
﹈、
内
山
純
子
﹇
二
〇
一
九
﹈（
三
八
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
徳
一
教
団
に
属
し
た
最
仙
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
が
、
天
台

側
へ
転
派
し
た
と
い
う
伝
承
が
椎
尾
山
薬
王
院
（
茨
城
県
桜
川
市
）
に
残
っ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
が
残
る
椎
尾
山
薬
王
院
は
、
ち
ょ
う
ど
下
野

薬
師
寺
の
東
側
、
常
盤
山
近
辺
に
位
置
し
て
お
り
、
徳
一
の
教
化
範
囲
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
仙
は
道
忠
教
団
の
布
教
活
動
に
よ
っ

て
徳
一
教
団
か
ら
転
入
し
た
実
例
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
４６
）
塩
入
亮
忠
﹇
一
九
一
八
﹈。

（
４７
）
こ
の
こ
と
は
、
最
澄
撰
『
守
護
章
』
の
本
文
中
に
見
て
取
れ
る
。

謗
法
者
為
体
也
。
偏
執
為
基
、
嫉
妬
為
心
也
。
非
他
為
務
、
乃
有
麁
食
者
、
立
七
教
而
乱
文
、
開
二
理
而
破
義
、
更
構
四
教
永
断
仏
種
、

復
推
両
理
深
謗
法
華
、
為
遮
如
是
等
邪
執
、
造
斯
指
南
、
無
謬
詞
（『
伝
全
』
二
、
六
三
一
）。

庶
而
今
而
後
、
国
無
謗
法
声
、
万
民
不
減
数
。
家
有
讃
経
頌
、
七
難
令
退
散
、
守
護
国
界
、
蓋
謂
其
斯
歟
。
願
国
家
大
士
、
任
意
取
捨
耳

（『
伝
全
』
二
、
六
八
〇
）。

（
４８
）
最
澄
に
と
っ
て
、
道
忠
教
団
は
「
菩
薩
僧
」
の
供
給
源
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
天
台
座
主
の

七
代
目
ま
で
の
う
ち
五
人
が
東
国
出
身
者
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
義
真
を
除
い
た
四
人
が
少
な
か
ら
ず
道
忠
教
団
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
（
由
木
義
文
﹇
二
〇
〇
九
﹈（
八
）。
な
お
、
座
主
に
は
補
任
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
叡
山
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

徳
円
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
も
道
忠
教
団
出
身
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
を
境
に
、「
天
台
法
華
宗
」
で
年
分
度
者
を
受
け
る
南

都
出
身
の
僧
侶
が
激
減
し
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
天
台
法
華
宗
」
を
荷
う
次
世
代
の
僧
侶
が
枯
渇
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
勘
案
し
た
と
き
、
最
澄
に
と
っ
て
道
忠
教
団
は
「
菩
薩
僧
」
の
供
給
源
と
し
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。�
三
一
権
実
論
争
�
は
、「
も
と
も
と
は
「
中
主
」
徳
一
と
「
辺
主
」
道
忠
教
団
と
間
で
戦
わ
さ
れ
て
い
た
論
争
に
、
そ
こ
に
最
澄
が
割

っ
て
入
っ
た
」（
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
﹈（
三
四
〇
）
と
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
最
澄
に
と
っ
て
は
「
菩
薩
僧
」
の
確
保
、
ひ
い
て
は
「
天
台
法

華
宗
」
の
存
続
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。

３２


